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独占禁止法違反容疑による起訴について 

 

当社および当社関係者は、平成２８年２月２９日、東京地方検察庁から東日本高速道路株式会

社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札に関し、独占禁止法違反の容

疑により、東京地方裁判所に起訴され、３月３日に起訴状を受領しました。 

株主の皆様、お取引先をはじめ関係各位に多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを

深くお詫び申し上げます。 

当社といたしましては、今回の事態を厳粛に受け止め、下記の通り、更に法令順守の徹底を図

るとともに、役職員一同、一日も早く皆様からの信頼を回復するよう努めてまいります。 

 

記 

 

独占禁止法順守の徹底について 

当社は、昨年１月に公正取引委員会による立入調査を受けてからこれまでの間、関係当局によ

る捜査等に全面的に協力するとともに、以下のとおり独占禁止法順守に係わる社内調査、社内体

制の見直し、教育研修活動に努めてまいりました。また、今後につきましても、更に独占禁止法

その他の関係法令を順守した事業活動の推進に向け、全社をあげて取り組んでまいります。 

 

１．社内調査 

平成２７年３月に、当社から独立した公正中立な検証及び調査を行うため外部の専門家に

委託し、独占禁止法に関わる事項等について、全国の営業活動に関係する可能性のある職員

に対しアンケート調査を実施するとともに、また、同時に全国の営業責任者等に対するヒア

リングによって営業活動の状況を確認いたしました。 

２．社内体制の見直し 

 同業者との接触は原則禁止とし、やむを得ず同業者と同席する諸会・行事等に出席する際

は、事前に報告する制度を構築しました。また、全国において適正入札がおこなわれるよう、

本社においてこれをモニタリングすることとしました。併せて、今年度新設いたしました業

務リスク管理ラインによるコンプライアンス体制の強化を図るとともに、従来の内部通報窓

口に加え、経営陣から独立した監査役直通窓口を設置し、独占禁止法違反等に関わる監視、



  

牽制機能を強化いたしました。 

 また、社外取締役、弁護士、コンサルタントによる合同会議を発足させ、今後の取組に対

しての専門的な支援体制を整えました。 

３． 教育研修活動 

平成２７年２月から１０月にかけ、外部の専門家に委託し、部門別、階層別に「独占禁止

法順守講習会」を実施しました。また、独占禁止法順守に関するハンドブック「独占禁止法

順守の手引」と、当社グループの独占禁止法順守基本方針を列記した携帯用カードを作成し

役職員全員に配付しました。さらに、平成２７年１１月には、映像教材「なぜ！ナニ！独占

禁止法」を作成して全所属に配付し、これらを利用した「独占禁止法順守勉強会」を全事業

所の全職員に対し実施しました。 

４． 今後の取組 

 独占禁止法順守体制を更に徹底すべく、外部の専門家による提言を踏まえて、社内体制の

再構築、全役職員に対する継続的コンプライアンス教育研修活動、定期的な人事異動、公共

入札に関わる意思決定プロセスの透明性確保等について検討を行い、かかる事態が二度と起

きることのないよう鋭意取り組んでまいります。 

 

以 上 


